
個
人
情
報
保
護
委
員
会

○

告
示
第
二
号

総

務

省

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
郵

便
事
業
分
野
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
四
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
・
総
務
省
告
示

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
二
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

藤
原

靜
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
漏
え
い
等
の
報
告
等
）

（
漏
え
い
等
の
報
告
等
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
個
人
デ
ー
タ
の
安
全

第
十
四
条

［
同
上
］

の
確
保
に
係
る
事
態
で
あ
っ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し
て
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
生
じ
た
と
き
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が

生
じ
た
旨
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
者
が
、
他
の
個
人

情
報
取
扱
事
業
者
又
は
行
政
機
関
等
か
ら
当
該
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受
け
た
場

合
で
あ
っ
て
、
第
五
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
当
該
他
の
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
又
は
行
政
機
関
等
に
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
事
業
者
に
対
す
る
行
為
に
よ
る
個
人
デ
ー
タ
（
当

三

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
個
人
デ
ー
タ
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た

該
事
業
者
が
取
得
し
、
又
は
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
個
人
デ
ー
タ
と
し
て
取
り
扱

お
そ
れ
が
あ
る
事
態

わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
の
漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ

る
事
態

［
四

略
］

［
四

同
上
］

２

事
業
者
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
事
態
を
知
っ
た
後
、

２

［
同
上
］

速
や
か
に
、
当
該
事
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
時
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る

も
の
に
限
る
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
個
人
デ
ー
タ
（
前
項
第
三
号
に
定
め
る
事
態
に
つ

二

漏
え
い
等
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
個
人
デ
ー
タ
の
項
目

い
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
項
目

［
三
～
九

略
］

［
三
～
九

同
上
］

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


